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1 送り付け商法とは 
　購入の申し込みをしていない者に、金銭を得ようと
して一方的に商品を送り付け、その代金を請求する
手口です。

2 代金の支払いは
　売買契約に基づかずに一方的に商品の送付があって
も、売買契約は成立していないので、支払う必要はあ
りません。

3 改正の主な内容
　改正前は、送り付け商法で一方的に送付された商品
については、消費者はその商品の送付があった日から
起算して、原則14日を経過するまでは処分することが
できませんでした。改正法（令和3年7月6日施行）によ
り、送り付け商法で一方的に送付された商品につい
ては、直ちに処分が可能になりました。処分をしても
支払い義務は生じません。

4 海外から商品が送付された場合には
　海外から日本国内に居住する消費者に送り付けら
れた商品も適用対象です。

5 処分する前に確認すること
　以下に該当する場合、送り付け商法ではないので、
処分するとトラブルになる場合があるので注意しま
しょう！！

3 契約の取消しルールの創設 
　このようなルールに違反して、事業者が必要な表
示をしなかったり、不実の表示や誤認させるような表
示をしたりすることで消費者が誤認して申し込んだ場
合、契約の取消しができる規定が創設されました。

4 申込み前に特定申込画面で確認する
こと

　以下の点を確認しましょう！

6 誤って支払ってしまったり、対応に困っ
たりした場合には

　送り付け商法で誤って代金を支払ってしまった場
合、その代金の返還請求が可能です（海外業者等、難
しい場合もあります）。対応に困ったら、消費生活セ
ンターに相談してください。

・以前自分が注文した商品である場合
・誰かからのプレゼントの場合
・送り状の宛名が間違っているなど、誤配送の場合

義務付けられた表示内容
•分量　•販売価格・対価
•支払時期・方法

•定期購入が条件になっていないか
•定期購入が条件の場合、継続期間や購入回数
が決められていないか
•支払総額はいくらか
•解約条件はどうなっているか

〇定期購入であることをはっきりわかるように表
示せずに販売する手口
〇定期購入であることは表示し、「いつでも解約可
能」と称して販売するが、実際には解約に厳しい
条件があり、簡単には解約できないことをはっ
きりわかるように表示しないで販売する手口

海外から荷物が届き、開封したらビニール包装されたマスクが数十枚入っていた。配送伝票
には私の名前と住所がローマ字で書かれているが、事業者名は難しい漢字で読めない。私は
インターネット通販を利用しておらず、家族に確認したが、誰も心当たりがないという。どうすればいいか。

相談事例：送り付け商法

1 「電磁的記録」による通知の代表例は
　電子メールや FAX、販売業者等が自社のウェブサ
イトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等による
通知が該当します。

2 「電磁的記録」による通知の効力はい
つから……

　書面と同様に、通知を発したときにその効力が生
じます。

3 消費者が気を付けるべきこと 
　事業者は合理的な範囲で電磁的記録による通知方
法を特定することが可能です。まずは契約書を確認
し、具体的な通知方法が記載されている場合にはそ

れを参照した上でクーリング・オフ通知を出しましょ
う。電子メールの場合は送信メールを、クーリング・
オフ専用フォームの場合は画面のスクリーンショット
を必ず保存しておきましょう。

その他の改正：電磁的記録によるクーリング・オフの導入

1 通信販売の詐欺的な定期購入商法の
主な手口とは

　が主なものです。
消費者にとって不利な条件は販売ページのどこかに
記載されている可能性はありますが、有利な強調表
示に引っ張られ、消費者が誤認して申し込んでしまう
ことにつけこんだ、悪質な手口です。

2 最終確認画面に取引の基本的な事項
がわかりやすく表示されることに！

　消費者が誤認することを防ぐため、改正法では、
特定申込画面※において、取引の基本的な以下の事項
について、わかりやすく表示することが義務付けられ、
誤認させるような表示が禁止されました。
※インターネット通販における最終確認画面等、事業者が定める
様式等に基づいて申込みが行われるもの

芸能人も使っている化粧品が「通常価格1万円のところ、初回お試し980円」と表示されたス
マートフォンの広告を見て、公式サイトにアクセスした。定期購入契約だが、「定期購入縛りな
し」「いつでも解約可能」と表示されており、軽い気持ちで注文した。後日届いた商品を使って
みたら肌に合わなかったため、解約しようと思って販売業者に連絡したら、「1回目で解約するには通常価格と
の差額の支払いが必要だ」と言われた。そんな条件があるなら注文しなかった。差額を払う必要があるのか。

相談事例：通信販売の詐欺的な定期購入商法付け商法 相談事例：通信販売の詐欺的な定期購入商法

消費者を守るルールが見直されました
～特定商取引法の改正～

消費者を守るルールが見直されました
～特定商取引法の改正～

•引渡・提供時期
•申込期間（期限のある場合）
•申込の撤回・解除に関すること
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最後に特定申込
画面をスクリー
ンショットで必ず
保存しておきま
しょう！

消費者からのクーリング・オフの通知について、書面だけでなく、電磁的記録により行うことが可能になりました！

注文内容の最終確認

注文を確定する

最後に
スクリーン
ショット

注文内容の最終確認

注文を確定する

監修：公益社団法人 全国消費生活相談員協会


